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墨田区児童館条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （事業） 
第３条 児童館は、次の各号に掲げる事業を

行う。 
 ⑴～⑶ 〔略〕 
 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が必

要と認める事業 
 （利用者の範囲） 
第５条 児童館を利用することができる者は、

 次のとおりとする。 
 ⑴・⑵ 〔略〕 
 （指定管理者の指定の手続） 
第９条 〔略〕 
２ 〔略〕 
３ 区長は、前項の規定により提出された書

類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次

の各号のいずれにも該当すると認めたもの

を指定管理者として指定するものとする。 
 ⑴ 児童館の管理に当たり、利用者の平等

な利用を確保することができるものであ

ること、及びサービスの向上が図られる

ものであること。 
 ⑵ 事業計画書の内容が、児童館の効用を

最大限に発揮することができるものであ

るとともに、その効率的な運営が図られ

るものであること。 
 ⑶ 〔略〕 
別表 

名   称 位   置 

墨田児童会館～ 
江東橋児童館 

〔略〕 

東向島児童館 
東京都墨田区東向島六丁
目６番１２号  

東向島児童館分
館 

東京都墨田区京島一丁目
４４番２１号 

立花児童館～ 
さくら橋コミュ
ニティセンター 

〔略〕 

 

 〔同左〕 
第３条 〔同左〕 
 
 ⑴～⑶ 〔略〕 
 ⑷ 前各号に掲げるもののほか、区長が必

要と認める事業 
 〔同左〕 
第５条 児童館を利用できる者は、次のとお

りとする。 
 ⑴・⑵ 〔略〕 
 〔同左〕 
第９条 〔略〕 
２ 〔略〕 
３ 〔同左〕 
 
 
 
 ⑴ 児童館の管理にあたり、利用者の平等

な利用を確保することができるものであ

ること及びサービスの向上が図られるも

のであること。 
 ⑵ 事業計画書の内容が、児童館の効用を 
  最大限に発揮できるものであるとともに、

  その効率的な運営が図られるものである

こと。 
 ⑶ 〔略〕 
別表 

名   称 位   置 

墨田児童会館～ 
江東橋児童館 

〔略〕 

東向島児童館 
東京都墨田区東向島六丁
目６番１２号  

〔新設〕 

立花児童館～ 
さくら橋コミュ
ニティセンター 

〔略〕 

    

付 則 

１ この条例は、墨田区規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布



 

 

の日から施行する。 

２ この条例の施行の日以後の指定管理者による管理に係る必要な手続、準備行為等

は、同日前においても、この条例による改正後の墨田区児童館条例の規定の例によ

り行うことができる。 


